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新幹線地本は、3 月 14 日「運輸所における年休が時効で消滅する」

事態に関する緊急申し入れ」を行いました。このままの現状を放置すれ

ば多くの社員の年休が時効で消滅する事態が発生します。先月の 2 月

20 日にも申し入れを行いましたが会社は、窓口回答で業務委員会を開

催しないばかりが申し入れ以降も運輸所職場で年休を取得させる努力

が一切見られないためです。

以下を申し入れました。

【申し入れ主旨】

●年休が時効で消滅する社員の年休請求に対して、すべて取得させる

こと。

●社員が年休請求しても会社は時季変更権を行使して取得できない

事態をつくり出している。年休が時効で消滅する社員全員に対して

年休の希望を聞き取得させること。

●多くの社員の年休が時効で消滅する事態をつくりだした責任は、す

べて会社側にある全社員に対して謝罪すること。時効で消滅する年

休を買い上げることが出来なければ特休を買い上げるなど努力す

べきことはいくらでもあること。


